
建築主の皆様へ 

令和 3年 4月 1日 

川崎市 

建築物省エネ法に基づく適合義務(適合性判定)・届出対象建築物の規模について
平成２９年４月より建築物省エネ法による適合義務(適合性判定)・届出義務が始まりました。また、令和３

年４月１日より適合義務（適合性判定）の対象が拡大されました。適合義務(適合性判定)対象建築物・届出対

象建築物の規模については以下の内容を確認してください。 

新築に関わる措置  

【適合義務(適合性判定)対象建築物】 

・非住宅部分が 300㎡以上の新築（増改築については別途、説明資料を参照のこと） 

【届出義務対象建築物】 

・省エネ適判対象外で、床面積が 300 ㎡以上の新築・増改築 

【説明義務対象建築物】 

・適合義務及び届出義務の対象に該当しない、床面積が 10㎡を超える新築・増改築 

・増改築の場合で、既存部分の床面積が 300 ㎡以上の場合は、対象外となります 

※ 適用除外建築物、建築物の規模については裏面の「規制措置の適用について」を参照のこと 

※ 住宅・非住宅の複合建築物については住宅部分を除く非住宅部分の床面積により判断（裏面参照） 

 建築物省エネ法の改正概要  

改正前 改正後（R3.4.1 以降） 

非住宅 住宅 非住宅 住宅 

大規模 

（2000 ㎡以上）

適合義務

（建築確認に連動）

届出義務 
適合義務

（建築確認に連動）
届出義務 中規模 

（300 ㎡以上 

2000 ㎡未満）

届出義務 

小規模 

（300 ㎡未満）

努力義務 

（省エネ性能向上）

努力義務 

（省エネ性能向上）

努力義務 

（省エネ性能適合）

＋ 

建築士から建築主への

説明義務 

努力義務 

（省エネ性能適合）

＋ 

建築士から建築主への

説明義務 



規制措置の適用について  

建築物省エネ法の規制措置（適合義務、届出義務）の適用については、次により適用の有無を判断する。 

１) 適用除外 

次の①～③に該当する建築物は規制措置を適用しない。

① 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより、空気調和設備を設ける必要がないことが想定

される用途に供する建築物

イ 自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途 

ロ 観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院その他これらに類する用途（壁を有

しないこと、その他の高い開放性を有するもの（※）として国土交通大臣が定めるものに限る。） 

（※）その他の高い開放性を有するものについては、次ページ説明参照 

② 保存のための措置により省エネ基準に適合させることが困難な建築物 

⇒文化財指定された建築物等 

③ 仮設建築物 

④ 常温倉庫（※） 

（※）建築基準法上の建物用途が倉庫のみであり、その倉庫が常温のものであるもの。常温とは、

空調設備が設置されていない、あるいは人のためとなる空気調和設備のみが設置されている事です。 

２）建築物の規模 

１）に該当しない場合には、建築物の規模が一定以上であるかどうかについて次の①・②を踏まえて算定

した床面積により判断をする。 

① 高い開放性を有する部分（※）は、規制措置の適用の有無を判断する際の床面積に算入しない。（政令４

条）

（※）高い開放性を有する部分については、次ページ説明参照

② 住宅・非住宅の複合建築物については、住宅部分を除く非住宅部分の床面積により適合義務対象か判断

をする。共用部について、以下の要件を満たす部分は、非住宅部分として取り扱う。 

〈要件〉 

・【Ａ】居住者以外の者のみが利用する部分の床面積の合計が、【Ｂ】居住者のみが利用する部分の床面積の

合計より大きくなること。 

150 ㎡

高い開放性を

有する部分 

150 ㎡

300 ㎡－150 ㎡
＝150 ㎡＜300 ㎡
となるため、適合義務対象外 

【A】

【B】

(全体の面積に対する住宅・非住宅部分の割合) (建物断面のイメージ)

例）非住宅部分 300 ㎡ 



規制措置（適合義務、届出義務）の要否を判断するための 300 ㎡という床面積は、外気に対して高い開放性を

有する部分（「開放部分」という。）の床面積を除いた床面積とする。 

開放部分とは、 

内部に間仕切り壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された

開口部の面積の割合が 1／20 以上であること。 

※ なお開放部分の面積を除いた結果、規制措置の対象となった場合には、開放部分も省エネ計算の対象と

なります。

川崎市まちづくり局指導部建築管理課 
電話 044-200-3026   電子メール 50kekan@city.kawasaki.jp

ウェブサイト https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/26-3-1-2-15-0-0-0-0-0.html
または川崎市 建築物省エネ法で検索

建築物省エネ法に関するお問合せ

開放部分が階全体となる建築物

開放部分が階の一部となる建築

駐車場店舗

店舗

空調設備が設置されうる最小限の部分ごとに判断 

２階床

その他の高い開放性を有するもの及び、 
高い開放性を有する部分を含む建築物の規模の算定方法

駐車場

1 階平面図

断面図

2階平面図

屋外階段

開口部面積／床面積が 

１／２０未満 

開口部面積／床面積が 

１／２０以上 

外気に対し高い開放性を有しない 外気に対し高い開放性を有する

駐車場

店舗

店舗

空調設備が設置されうる最小限の部分ごとに判断 

1 階平面図

断面図

2階平面図

屋外階段

開口部面積／床面積が１／２０未満 開口部面積／床面積が

１／２０以上 

外気に対し高い開放性を有しない 外気に対し高い開放性を有する

駐車場

２階床

倉庫

倉庫 駐車場

間仕切壁

屋外階段


